
四日市市立博物館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成３１年３月２８日 

四日市市教育長 葛 西 文 雄  

 

四日市市教委規則第４号 

四日市市立博物館条例施行規則の一部を改正する規則  

四日市市立博物館条例施行規則（平成５年四日市市教委規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （優待券等）   （優待券等）  

第１１条 委員会が特に必要と認めたと

きは、優待券、招待券、特別展示前売

観覧券及び特別番組前売観覧券を発行

することができる。 

第１１条 委員会が特に必要と認めたと

きは、優待券、招待券及び特別展示前

売観覧券を発行することができる。 

  

 （手数料の減免）  （手数料の減免） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項に定める手数料の減免を受け

ようとする者は、四日市市立博物館資料

特別利用（減免）申請書（第８号様式）

に、減免を必要とする理由を記し、委員

会に申請しなければならない。 

３ 第１項に定める使用料の減免を受け

ようとする者は、四日市市立博物館資料

特別利用（減免）申請書（第８号様式）

に、減免を必要とする理由を記し、委員

会に申請しなければならない。 

  

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

区分 使用料（１回１式） 

プロジェクター １，１００円 
 

区分 使用料（一回一式） 

プロジェクター １，０８０円 
 

  

別表第２（第１７条関係） 別表第２（第１７条関係） 



区分 手数料（１点１日） 

熟覧 ３３０円 

模写 １，１００円 

拓本 １，１００円 

撮影 １，１００円 
 

区分 手数料（一点一日） 

熟覧 ３２０円 

模写 １，０８０円 

拓本 １，０８０円 

撮影 １，０８０円 
 

第１号様式を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係）  

四日市市立博物館使用許可申請書 

                           年  月  日   

   四日市市教育委員会 

（申請者） 住所                 

団体名                

氏名（代表者）            

電話                 

  四日市市立博物館の使用の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

使 用 目 的 
 

使用予定人員  

使 用 内 容 
 

使用日時及

び使用施設 

年 月 日 (曜） 使 用 施 設 名 
使 用 時 間 区 分 

午前 午後 全日 

・ ・ （ ）     

・ ・ （ ）     

・ ・ （ ）     

附 属 設 備 プロジェクター  

 
持 込 設 備  

会場責任者 
住 所  

氏 名 電話   （  ）     

 

＊使 用 料 
施 設 使 用 料 附 属 設 備 使 用 料 合 計 

   

＊許可の条件  

＊受付年月日 年  月  日 ＊許可年月日 年  月  日第  号 

 備考 ＊欄は記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 第２号様式を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式（第６条、第７条、第12条関係）  

四日市市立博物館使用許可書 

                          第     号   

                          年  月  日   

   四日市市教育委員会 印 

（申請者）住所 

団体名 

氏名（代表者）            

電話                 

  四日市市立博物館の使用を次のとおり許可します。 

使 用 目 的 
 

使用予定人員  

使 用 内 容 
 

使用日時及

び使用施設 

年 月 日（曜） 使 用 施 設 名 
使 用 時 間 区 分 

午前 午後 全日 

・ ・ （ ）     

・ ・ （ ）     

・ ・ （ ）     

附 属 設 備 プロジェクター  

 
持 込 設 備  

会場責任者 
住 所  

氏 名 電話   （  ）     

 

使 用 料 
施 設 使 用 料 附属設備使用料 合 計 

   

許可の条件  

 備考１ 四日市市立博物館条例及び同条例施行規則の規定を遵守し、係員の指示に     

従ってください。 

   ２ 使用後は、設備等を原状に復し係員の点検を受けてください。 

 

 

 

 



 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第１１条、第１８条

３項、第１号様式及び第２号様式の改正は、公布の日から施行する。  

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市立博物館条例施行規則別表第１及び別表第２の規定は、この規

則の施行の日以後に行う四日市市立博物館の附属設備の使用許可に係る使用料及び

資料特別利用の許可に係る手数料から適用し、同日前に行う四日市市立博物館の附

属設備の使用許可に係る使用料及び資料特別利用の許可に係る手数料については、

なお従前の例による。 

 


